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第32期横浜市社会教育委員会議 第５回会議録 

日  時 令和２年７月９日（木）午前10時～12時 

開催場所 横浜市庁舎18階 なみき19 

出 席 者 
有元副議長、石崎委員、大川委員、奥山委員、柿沼委員、菊池委員、小間物委

員、七澤委員、牧野議長、室田委員 

欠 席 者 なし 

開催形態 公開（傍聴人０名） 

議  題 

１ 開会 

２ 議事録の確認について 

３ 議事 

(1) 社会教育委員会議 第４回のまとめ 

(2) 提言の方針及び施策案の検討について 

(3) 令和２年度会議について 

決定事項 
議事録確認者に室田委員、石崎委員を指名。 

第６回社会教育委員会議の日程を令和２年９月３日（木）10時～12時に決定。 

議  事 （1）社会教育委員会議 第４回のまとめ 

   資料に基づき、事務局から説明 

 

以下、（ ）は事務局より補足で記載しております。 

 

■質疑応答等 

牧野議長：この会における社会参加また社会参画の用語の定義や、これまで社会参          

加のすそ野を拡大するということを大きなテーマにして、議論してきて

いますが、社会参加のすそ野の拡大をどう進めていったらいいのか、又

はどのように考えたらいいのかということで、資料２にありますけれど

も、まとめが出されております。基本的には、社会参加については、個

人の自らの必要や関心に応じて、個人が関わっていくものをここでは参

加と呼ばない、と。基本的には何らかの形で枠組みがあるところに、ま

ず参加をしてみる、関わってみる。そこから入って更にそれを作る側、

運営する側に回っていくという形で社会参画ということをとらえたら

どうかということで議論になっているのかと思います。さらに、参加を

促す方向として、一つはすそ野を見える化していくこと、また人材育成

と学びを支援する仕組みを作ること、さらには自ら生活する場所をベー

スにしながら楽しく社会参加できることを後押しするような仕組みづ

くりや施策を考えたらどうかという話があったかと思います。これまで

の説明につきまして、何かご質問ご意見等はありますでしょうか。 

室田委員：前回欠席をしてしまいまして話が見えてないのかもしれませんけれど

も、一番最初の社会参加の定義なんですけれど、このあたり腑に落ちな

いところがありまして、例えば、「公共施設の学習講座に参加する」と

いうのは社会参加、「企業がやっている学習講座に参加する」は含まれ

ないと来るんですよね。 
渡部係長：そうです。 
室田委員：なぜ公共施設だと含まれて、民間企業だと含まれないのかという線を明 

確にしておかないと分かりにくい。 
渡部係長：少しイメージをご説明いたします。社会参加に含まれない講演会につい
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てどういうものかということですけれども、例えば有名な作家さんです

とか、あるいは企業さんが行うセミナーですとか、個人がチケットを取

って行くような講演会については、これらは社会参加に含まれないので

はないか、あくまで個人の学習のためにというようなものに関しては社

会参加とは言わないのではないかというふうに考えましたので、こちら

（資料１下）に置かせていただいています。公共施設の学習講座という

のも分かりづらいところがあるのですが、イメージさせていただいたの

は、我々が区役所等で実施している生涯学習講座というものをイメージ

しました。この講座では、講座を聴講しに来た方を、ある意味その次の

運営委員みたいな形で、仲間に引き入れようというような動きがござい

ます。そういった社会参加してくれた人たちを社会参画に引き上げてい

くような内容の講座につきましては社会参加と呼べるのではないかと

いうふうに考えまして（資料１の）真ん中に置かせていただきました。

あくまでこちら（資料１真ん中）はその後社会参画につながる可能性の

あるもの、こちら（資料１下）については個人の学習のための１回で完

結してしまうような講演会というような形で考えましたので、こういっ

た線引きにさせていただいております。 
室田委員：おそらくここで言っている社会が割と狭い範囲の地域社会という意味な 

んですよね。日本全体の社会というとらえ方であれば、当然入ってこな

いとおかしい話になると思う。小さい地域社会の中で、その中で個人利

益なのか、あるいは個人でなくて地域社会利益なのか、そういう区分け

が今お話を聞いてて、何かあるのかなと思った。思っただけなので、ま

だよく分かってないんですけれども、何か基軸がないと、今のような質

問がいっぱい、量を出そうと思うといくらでも出せるんですけれど、で

もそれにいちいち答えていくのもいかがなものかとちょっと思うんで

すよね。ですので、何か軸を一つ、ここはこうだというのを作られたほ

うが、より明確ですし、説明として分かりやすくなるのではないかと思

いました。 
渡部係長：ありがとうございます。最初（資料２）の第４回のまとめの中でも、生 

活圏域で楽しく行う社会参加の推進というのが各委員からのご指摘で 
ございましたので、今回の社会参加というものに関しては横浜市域であ 
ったり、あるいはそれよりも小さな区域、あるいは生活圏域と呼ばれる 
中学校区域、町内会の区域とかそういった地域密着型と言ったらいいん 
でしょうか、そういったことでお考えいただけたらいいのかなと思いま 
す。 

大川委員：（室田）先生のお話を伺って思ったんですが、今非常に個人も多様にな 
っていて、例えば講演会をするに当たって、我々のような通常の民間企 
業が運営するセミナーとかで、目的としてはご自身が社会課題解決する 
ために起業したいとか、あるいは正に社会課題解決の企画やいろいろな 
ことに参画するという意思を持っていて、既に地域企業が行っている本

業を通じた社会課題解決や、ＳＤＧｓの推進についての手法を学びに来

る人がいるわけです。それを社会参加に含まれないと言っていいのか。

我々は民間の学習講座なんですけれども、みんなすごく多様になってい

て、例えば副業のすすめなどもかなり進んできている。既に日中お勤め

の方も新たに起業したという話が来たりするので、議論するために定義

付けが必要だということで理解しているんですけれども、実態はすごく

多様化しているので、若い人たちが「そんなカテゴリー分けは分からな

いから、やっぱりいいか」という話にならないようにできるといいなと
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思いましたね。 
渡部係長：今、（大川）委員がおっしゃられたとおり、カテゴライズのあくまで一

例というか、こういったものがあったほうが、皆さん共通認識の上でご

議論いただけるかなと思いまして例示をさせていただきましたが、講演

会部分についてはおっしゃるとおりだと思います。もちろん社会参加と

いう形で、その後の社会貢献のための講演会というのも当然ありうると

思いますので、そういったものは社会参加に含まれないというふうにし

てしまうという意味ではないということですね。あくまでの個人の楽し

みのために行かれるものなど、そういうようなイメージをさせていただ

きました。 
大川委員：誤解されないようにしておいた方がいいですね。 
牧野議長：このあたりいかがでしょうか。本市における社会参加のすそ野の拡大と

いうことで、「本市」の社会参加ということになっています。今の議論

もそうですけれども、具体的にはまたいろいろな意見も出て来るかもし

れません。「社会参加に含まれない」ものをどう言うかという議論もあ

るかもしれませんが、少し大きい枠で、例えば社会課題を解決するとい

う形で、まず民間のセミナーに参画して、社会企業を立ち上げるとか、

ＮＰＯを立ち上げるとか、さらに社会の新しい枠組みを作っていく側に

回りたいという人々の姿も、その学習活動は、参加の入口に入ったと見

えるかもしれません。では、ジムに通って元気になることも一つの社会

参加だと言えばそうだとは思いますけれども、それらは、ここでは個人

の利益をベースに考えているということで、社会参加とは受け止めない

ということになるのではないか、という感じもします。そのあたりの線

引きみたいなものは各委員でどうしたらいいというお考えですとか、感

じでも結構ですので、ご意見がありますでしょうか。資料３にありまし

たが、提言を出すにあたって、少しそのあたり整理しておかなければ、

市民の皆様に分かりにくいかなと思うのですけれども。 
柿沼委員：三つのカテゴライズのところの表現の問題だと思って、「社会参加に含 

まれない」という排他的な感じ、そこは入れないと言っているような印 
象の言葉でカテゴライズすること自体が適さない感じがした。さっきか 
らのお話を聴いていると個人の中で完結するとか個人の中の欲求のた 
めにとか、ニーズに沿ったとか、そういうことなんだろうなと思うけれ 
ども、そこが分かるような表現にしたほうがいいと思います。できれば 
そこの部分も、実は社会参加の踏み出しの一歩、芽なんだよという、あ 
くまで社会参加の芽生えの部分と言ってもいいし、個人の中の変化、他 
の言葉で「含まない」という言葉ではない定義が出来たらいいと思いま 
した。 

室田委員：まちづくりの活動をやっていると、私もそうだが、一番下に書いてある

「含まれない」と書いてあるところの人たちをターゲットに、どうやっ

てその人たちに、自分のことだけじゃなくて、例えば、ジムに通ってい

ろいろ上手になったりすると、皆さんで教えたりする場所があるのでや

りませんかという、地域の中に広げていって、みんなで健康になりまし

ょう、高齢者も子どもの人まで。そういう形にどうやって持っていくか

ということを一生懸命考えたりしているのに、そこで線をひかれてしま

うと残念な感じがする。 
牧野議長：何かいい表現がありますでしょうか。社会参加の萌芽みたいなものとか、

意識下の段階みたいなものですとか、実際に活動するとか、何かそうい

うような分け方もあるかなと思うのですが。何かご提案ありますでしょ
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うか。 
有元副議長：提案ではないんですけれど、これは（資料１の）タイトルが定義となっ 

ているが、事例が中心になっているので、ちゃんと定義してみるという 
のはどうですかね。社会とはどこを指しているのか。日本とか世界は指 
していないのかなと思うんです。横浜市の社会教育ですから。あとは参 
画とは何か、参加とは何かみたいなことを定義して、それから事例に 
つなげる、と思いました。牧野先生のご専門の領域では、社会参加と社 
会参画の定義はあるんでしょうか。 

牧野議長：簡単に言えば、ないと言わざるを得ない。ただ、「社会」も横浜市とす 
るのかどうか、考えなければなりません。生活圏域とありますけれども、

イメージするのは自分たちが生活しているコミュニティをベースにし

て、その上で、ある意味で漠然とした社会全体までを含めて社会参加と

いうという感じです。そういうときに室田委員もおっしゃいましたけ

ど、例えばジムに通っているのだけど、健康になることそのものが意識

を変えていくということも含めて考えれば、当然これは社会参加の一つ

だという議論になっていく。その意味では、あまりカチンと「社会」と

いう枠を決めてしまわないほうがいい面もあります。今回も定義ですか

ら、どうするかということになれば、例えば、自分の関心から少し、既

存の活動などに参加することによって、意識が社会や他人に向いてい

く。そこから更に楽しく生活することで、みんなを巻き込んで、様々な

活動を展開するということであれば、社会参加でしょうし、課題意識を

持っていて、それを解決するために何とかしたいと動くことも社会参加

でしょうし、そのあたりのとらえ方ですよね。定義ということになると、

個人の利益ベースの関わり方、もう少し枠組みに参加して他の人と一緒

にやっていこうとするとか、更に今度は枠組みを作る側に回るという、

段階別のような議論ですとか、そういう考え方もあるかなと思うのです

が、いかがでしょう。 
奥山委員：私も社会参加と社会参画を同じように使ってしまう場合があって、今お 

話を聴いたら正確な定義分けがないということですので、この委員会で 
取り扱う社会参加と社会参画の使い分けのところを丁寧に説明すると

いうことも大事ですし、今何人かの委員の方からお話があったとおり、

この３つの移行するところがすごく難しいですし、大事なところなの

で、これを定義付けた思いみたいなところを最初にしっかり書き込むの

が大事かな、と。そのステップアップするところで、全員がステップア

ップする必要もないんですけれども、コーディネーターがいないと難し

いという話だったと思いますので、そこにうまくつないでいくといいの

ではないかなと感じました。 
有元副議長：難しいのは個人の欲求だと思っていたものが社会の課題解決に結びつ 

いている場合ですよね。エコカーを買うとかフェアトレードの商品を買 
うとか、そういうのって趣味でやっているようでいて、実は社会に貢献 
する。そういう問題をどうするか。 

牧野議長：基本的に、私たちは社会に存在して生活していますから、個人の興味関

心であっても、いろいろなものに結びついているということはあると思

います。社会にはいわゆる世論みたいなものもあり、影響を受けること

もありますから、個人のものだからいけないということにはならないと

思います。今回は社会参加、参画というように分けるところから入って

しまっているので、概念の定義が難しくなっているのだと思います。邪

道かもしれませんが、資料２の第４回のまとめのところで、資料３の提
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言イメージの方針１、２に関わるのですが、これはどちらかというと行

政の施策として、市民の方々に社会参加のすそ野はこういうふうに広が

っていますよと見せて、市民に気付いていただく、そして関わっていた

だくという施策を取りつつ、更に上位段階で人材育成や学びということ

を支援しながら、皆さんが動けるように背中の後押しを、行政がしてい

きましょうという展開になっているので、こちらをベースに全体の社会

参加を施策としてどう考えるようにするか、ということだと思います。 
柿沼委員：言葉の定義の話なんですけれど、私が勉強していた頃は、参加の段階と 

して参集・参与・参画という言い方をしていた。それがたぶん十何年前 
の社会教育委員会議に出ていたと思う。いま社会参画、社会参加ってい 
う言葉になるとそれはもう全然違う言葉になってしまう。たぶん参加の 
三段階で勉強した人にしてみると、参加の中に参画・参集・参与が入っ 
ているという枠組みで勉強してきた。 

牧野議長：参集・参与・参画ですね。枠がまずあったところへ皆さん集まりましょ

うと、そういう議論に近いのではないでしょうか。今回は枠があって、

まず皆さんに分かっていただいて、こんな機会がいろいろありますよと

いったことを提供した上で、担い手になっていただきたいという気持ち

が強い議論なのかなと思います。そういう意味では、先ほどの議論です

と参画からその先みたいなことにもなってくるのではないかと思いま

す。そうすると枠を作る側に回ったり、運営する側に回ったりしていた

だく市民の方々に、少し重点を置きたいという意向ではないかなという

感じを受けています。 
室田委員：ある地域の中にいろんな課題がありますね。問題があればそれを解決し

よう、あるいは、色んな良いものがあればもっと伸ばしていこう、よく

地域資源をいかに生かしていくかとやっていますけれども、そういう地

域の話をしているとすれば、枠が最初からどこかに与えられるというの

が、その発想が私には若干違和感がある。枠がどこかから与えられる、

それはどこかに枠というイメージがあるので、今まで行政が作っていた

から、それを逆に担い手を集めて市民の人たちが作ろうっていうふうに

考えているだけみたいな感じがしてしまう。というのは、私は社会教育

ではない専門ですので、違っていると思ったら結構なんですけれども、

例えば、まちづくりや都市計画をやっているときに、横浜市は支援があ

るのだと思うが、行政にはなかなか支援してもらえない。そうなった場

合、枠にそもそも行政は関係ない。自分たちでどうやってやるか、自分

たちで企業を呼んできたりとか、自分たちでどこかの専門家を呼んでき

たりということでやっているわけですよね。全部自分たちで枠を作って

いるわけなので、もともとの枠に参画するとかではなく、自分たちで作

って運営をする。誰かが作ったものに対して、例えば、恒常的でなく、

たまたま、一時的に参加してみるとか時間の流れの中で、ずっとやって

いる方って継続してある程度ずっとやっているわけですよね、一定時

間、長期間。そこに参加しているというのはたまたま、つまり点なわけ

です、線ではなくて。そういう発想で、点の人たち、自分の個人のこと

だけを考えている人たちをどうやって地域のことを少しでも良くしよ

うかという関心を持ってもらうか、でもそれは点なんです。その上に線

みたいなイメージがあって、その線のところに更に上がっていく、そん

なイメージで今まちづくり環境をやってきているので、枠という発想が

私には少し分からない。  
牧野議長：いかがでしょうか。今、枠という言葉を使ったので余計いけないのかも
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しれませんけれども、例えば、あまり言いたくはないのですが、今回は

行政の委員会で、行政施策としてどうするかということを議論している

ので、例えば最初にこういうものがありますということを知っていただ

くようにする。例えば一つは、公的な講座がありますよ、市民の活動に

はこんなことがありますよというのを、ある種データベースみたいなも

のをつくって、それを皆さんによく知っていただくように周知する。こ

ういう意味においては、すそ野がこれだけ広がっていますよ、といった

ことを見えるようにしていくことが議論としてあったと思います。そこ

に市民が参加して、関わることで、個人の関心に基づいてでもいいので、

更にそこから今度は自分で、先ほど、室田委員がおっしゃったように作

る側に回っていったりとか、既にやっている人に関わっていくというこ

とは、ある意味その人が持っている枠に参加することになりますので、

そういう形になりつつも、更にそこからスピンアウトしていくものがで

きていったりとかという動きが出てくる。そうすると、今度は、そうし

たものを行政的にどう支援するかという議論をしなければいけなくな

ってくるだろうと思います。その意味では、先に行政の枠を作って、そ

こに行きなさいという話ではなくて、まずは関わろうという意識を持ち

つつ、関心があれば参加してくださいと、･･････参加と言ってしまうの

ですが･･････、関わってください、そして関わった上で更にそこから自

分でやれるのであれば、やるように進みましょうと、それに対して行政

的なバックアップや支援はしますよというような議論なのかなと思う

のですが、いかがでしょうか。このあたり、まだ違和感ありますか。 
室田委員：それであったら違和感ない。枠というのは、行政の政策を否定してとい

うのは全くなくて、そこをうまくどうやって連携を図っていければいい

のかな、ということをいつも考えているので、今のご説明はまったく違

和感ない。 
牧野議長：それで、ちょっと先走った話になりますけれども、ＰＤＣＡを回せとい

う議論がよく出ていて、plan、do、check、act という形で、計画を立

ててやってみて、評価をして、次へ、それを改善しようという手法です。

checkのところで評価が入るのですね。しかし、例えばまちづくりや、

特に教育や学習という営みにそれを適用していくと、何が起こるかとい

うと、次からできることしかやらなくなっていってしまう、どんどん縮

小していくということが起こって、縮小再生産みたいなことになってし

まうのです。最近それに対して、ＡＡＲと言いますけれども、これはＯ

ＥＣＤが言い始めているのですが、こういう考え方が出てきています。

最初のＡはちょっと難しいのですけれど、アンティシペーション

（anticipation）、直訳すれば「予測する・予期する」なのですが、実

はもう少し深い意味があって、楽しいことを予期してニヤニヤするとい

うのがアンティシペーションなのです。二つ目のＡはアクション

（action）。動いてみてやってみる。やってみて最後のＲはリフレクシ

ョン（reflection）で、振り返ってみてうまくいったかなとか、ちょっ

とここが、ということになったらまたアンティシペーションで、新たに

あれこれ企んでニヤニヤする。そしてまた動きましょうと。こういう形

になると、評価が入らないので、どんどんやっていくという開放系の循

環が出来上がっていって、やってみてダメなら次にこれをやりましょう

よという議論ができるようになっていく。こういう発展的な議論なので

す。そういうような動きを行政が後押しするということが、今回の議論

なのだと考えると、さきほど、室田委員や大川委員がおっしゃったよう
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に、個人がまずいろいろなことに関わって動いてみよう、動いて楽しそ

うなことを考えながら、更に楽しくなってきたら、今度は自分でやって

みるのを後押しするような施策をとろうという議論になるのではない

かと思います。このように考えていくと、この定義をどうするかという

議論も、もう少しできそうかなという感じがするんですけれども。 
大川委員：そういうふうに変わってきていますよね。そもそも、社会参加、参画し

ていきたい人を増やしたいんですよね。であれば枠とか、排除するよう

な雰囲気はなくしたほうがいいですね。どんどん参加、ウェルカムとい

うのを行政としても出されるほうが行政のためになる。ＡＡＲ勉強にな

りました。 
菊池委員：今のお話を聴き、今日の配られている資料の中で、例えば社会参画の定

義というタイトルにして、枠組みを作るとか入るとかは取ってしまっ

て、社会参画のところのイメージを共通していけばよいのでは。その社

会参画の入り口が真ん中にくるとか、（社会参加に）含まれないまで書

く必要があるかとかを合意ができればいいかなと思いました。 
牧野議長：石崎委員、小間物委員いかがですか。 
小間物委員：枠組みというところがあったので、そもそも皆さんのお話を聴くと、線

を引くというのは難しそうだなと感じたし、山のこの形というのは点

とか線とかいうことを考えると、実は点がいっぱいあって、その濃さ

が出てくるということを考えれば、この表現はいいかなと（思った。）

あとは線を引かない代わりに、例えば矢印みたいな形で広がっていく

ような感じの図式化をすると収まりつくのかな、見える化というとこ

ろを考えれば、そういう表現の仕方は感じます。そもそも、本市のと

いうところがまずはあると思うので、そこのところで考えていかない

といけない。先ほど牧野先生が言われたように、本市の施策としてど

うするかということを考えるので、そこで「ねばならない」部分があ

るのかなという気はしました。 
石崎委員：ここ（資料１）に書かれている例としてはすごく分かりやすい、あ、そ

うだよなと思いつつ、市民が受ける立場としてはやっぱり否定的な言葉

というか、「含まれない」ものということについては違和感を持たれる

と思う。先ほど言われていましたけど、表現を変えると分かりやすいし、

ここまで厳密に分けるかな、という気もある。それをいい方向に進めら

れればいいかなと思います。 
牧野議長：いかがでしょうか、他に何かご意見はございますでしょうか。それでは

後半の部分も含めて、今の議論を展開する形で、今後の提言に結びつけ

られるような形で議論をしていただければと思います。 
 

(2) 提言の方針及び施策案の検討について 

資料に基づき、事務局より説明 

 

■質疑応答等 
牧野議長：今後の方向性も含めて、最終的な提言にも反映されるものですので、

少しご議論いただきたいと思います。先ほどの社会参加、社会参画

の定義も含めて、今後どうしていったらいいのか、すそ野を広げて

いくにはどうしたらいいのかということも含め、ご提案が（事務局

から）ありました。一つは先ほど（資料４の）絵がありましたが、

いろんなところでいろんなことがなされているけれど、市民にはよ

く見えていないのではないかということで、雲や霧をはらうような
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形で、市民の皆さんに、誰がどんなことをやっているのか、どんな

機会があるのかといったことを、きっちりと行政的に分かるように

示していきましょうということが、まずある。次にそこに関心を持

った方々が参加をして、自分たちでいろいろやっていくということ

を後押ししていく。さらに、コーディネートする人の人材育成も含

めて、関心がある方にもコーディネーターになっていただくとか、

そういう仕事をやりたい方々がいらっしゃるとすれば、その方々を

コーディネーターという形で育成するというということを考えて、

後押ししたい。そして全体として市民が自ら様々な活動を展開して

いくことを行政的に後押ししていくという施策を取れないかとい

う話だと思います。一つの考え方として、すそ野を見えるようにし

ていく、また人材育成とも絡めた一つの施策として出てきたのが

「はまっこグラマー」です。一つの共通のプラットフォームを作っ

ておいて、養成講座を開いて、はまっこグラマーに認定された方々

がここに様々な記事を上げていく。そして市民と共有しながら活動

に参加していく。このようなプラットフォームを作れないかという

話だと思います。こういう形で、全体として市民が自ら様々な活動

を横浜市内で展開することを行政的に支援していく。そして結果的

には、期待されることが（資料に）ありますけれども、市民が社会

参加をし、そういう方々が増えていくことによって、孤立を防いだ

りですとか、居場所ができたりですとか、災害時にお互いに共助の

関係が出来上がるということが期待されるということになってい

くのだと思います。いかがでしょうか。 

有元副議長：やはり、社会参加って何かということが関わってくる。例えば、は

まっこグラマーがどんなものの写真を撮るかという時に、社会参

加として良いものでないといけない。つまり、社会参加としての

良さの価値観みたいなものを、その範囲と方向を、誰かが、どこ

かの集団が持っていなければいけない。例えばこの写真で、ここ

のパチンコ屋で並ぶといいとか、ここの裏口から入るとタダで映

画が観られるというのは、社会参加としての「良さ」ではない。

社会参加としての「良さ」や「価値」を誰が決めていくのかとい

う問題が残るな、と思う。価値観の闘いになる場合もある。 

渡部係長：いわゆる、養成講座でどういった情報を取り上げてください、どう

いった記事を書いてくださいっていうことを伝えるか、ということ

ですよね。 

有元副議長：そうですね、その価値を誰が決めるのか。「善」とは何かという哲学

的な話をすることになってしまう。ちょっと思いついたのは、心

理学で言うと「向社会的行動」、他者や社会のために向いている行

動のことを向社会的行動というのですが、向社会的じゃないとダ

メだろうなと思いました。パチンコとか裏口とか、そういうのは

向社会的じゃない。プロソーシャルなこと、他の人に寄与するよ

うなことっていうのは、一つの基準かなと思いました。ただ、い

ろんな集団がいるから、誰かにとっての寄与は、誰かにとって邪

魔だったり迷惑だったりする。価値観の闘いになるのは嫌だと思

う。 

室田委員：これ（資料５補足の取組）は、アップする時にどなたかが点検する

という仕組みや、事務局というものは入ってくるんですか。 

渡部係長：そこをどうするかという議論を皆さんにお伺いしたいところもある
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んですが、個人的な話でしますと、点検せずに（写真を）上げても

らっていいかなと思っている。まずい情報があることに気付けば、

後から削除をしていただく。そうでないと、有元先生の今の話にも

関わると思うのですが、この人たちが何をおもしろがって社会参加

してくれるのかということが分からないので、一方的に行政が思っ

ているものしか載せないでくださいっていうのは、社会参加のあり

方としていかがなものかと思っております。かといってパチンコ屋

の情報とかそういったことはご勘弁をいただきたいなと思っては

いるが、ただ何はやっていい、何はやってはいけないという線引き

がすごく難しいとは思っていました。 

室田委員：反社会的なものは排除しましょう、というのはいいですよね。個人

が好きだけど、さっきの話の中の、枠組みから入るのか入らないの

か分からない活動っていっぱいあると思う。そのあたりをどんどん

入れていくと普通の Instagramとあまり変わらなくなってしまい、

あまり絞ってしまうと今のお話されたようになってしまい、そこが

大変そうだなと思う。 

渡部係長：一つ言えることは、なぜこの議題を始めたか、なぜ社会参加のすそ

野を拡大したいか、例えば災害時の人と人とのつながりや、孤立化

予防といったことをお話させていただく中では、やはりこういった

ものを見て、他者とつながっていただきたいというのが一番最初の

願いとしてあります。他者とつながってくだされば、その後社会参

画に向けてどんどん山登りをしていってほしいということもあり

ますが、全員が全員、山登りをしてくれるとも思いませんし、全員

が全員、頂上を目指さなくても、ということを思ってはいるのです

が、少し人と人がつながって、つながったことで社会的に何かやっ

ていただけるようなことがあればいいなという思いはある。 

小間物委員：横浜市の施策として考えていくのであれば、ある程度絞り込んでも

いいのかなと私は考えます。例えば、大川先生の得意なＳＤＧｓ

は、横浜市の一つの政策としてやっているわけだから、それとう

まくリンクさせた形で、期間限定という形になってしまいますけ

れども、そういうことってどうなんだろうなと思った。 

大川委員：ズレとかブレが少なくなりますよね。 

小間物委員：さっき（の議論の）いろんなところで言葉の出てきたいわゆる変容

とか行動とかという、中高生というのは、そういういろんなもの

に刺激を受けながら心の変容があって、それが行動につながって

いきます。それが社会参加、あるいは社会参画ということにつな

がっていくというようなイメージはどうなんだろうな、と思いま

した。 

牧野議長：他にいかがでしょう。 

菊池委員：今のご意見も含めて、つくづくこの「はまっこグラマ―養成講座」

の中身がキーだと思いました。そこのコーディネーターがどういう

方たちか、あるいは、どんな講師を呼んでやるのかとか、はまっこ

グラマ―が若年層なのか、中高年なのか、多様な世代が参加される

のか全く分からないんですけれども、その中でどう意識合わせをし

ていくかが課題では。それ自身が学びにはなる。今何が必要で、こ

のコンセプトとプラス自分たちのやりたいことをどうつなげてい

くかができて、たぶん写真が上がってくるということだろう。ある

意味未知ではあると思う。逆に未知でいいのかなという気もしてい



10 
 

る。養成講座の中身を企画するのは、大きな仕事だと思いました。 

七澤委員：はまっこグラマーが社会参加かどうかというのはちょっと置いてお

いて、今の菊池委員のお話とも通じるんですけれども、若者を中心

にと（資料５補足の）①で書いてあるんですが、Instagram はハッ

シュタグつけるとなんでも参加できる、気軽に自分でアカウント作

って参加できるっていうのもある。ただ養成講座に参加をまずしな

いと認められないのか、と思っている。どういう講座の中身にする

かは分からないんですけれども、講座って参加するステップとして

はとても大きいところじゃないですか。そこの部分ですよね。養成

をしたいのか、もっと誰でも簡単にできるのかといったところで、

そこがカギになってくる。広がるのか、収まって、いわゆる行政の

発信する枠組みを超えられないようになるのかと言っては失礼な

んですが、そこだろうなと思いながらお話をうかがっていました。 

牧野議長：はまっこグラマーのイメージですけれども、ある意味市民記者的な

感じになるのですか。自分がやっているものを紹介するよりは、

様々な活動を取材して載せる感じになるのでしょうか。 

渡部係長：そういったイメージです。まだ社会参加をしていない方々が、どう

いったものであれば参加してもいいかと思ってもらえるかという

のが大事だと思っている。行政の施策をたくさん打っているわけで

すけれども、そこに参加してくれる方というのも一定数を超えない

ところがありますので、こういった方々が参加したくなるようなイ

ベント情報であったり、居場所情報であったり、あるいは取組であ

ったりというものを探して上げてくださいと、この養成講座ではお

願いしたいなと思っているところです。行政が本当は全部探してき

て、いろんな情報を見つけてきてそれを整理して公表するって言え

ればいいのかもしれないですけれど、現実的に難しいこともありま

す。菊池委員の言うとおりですね、どういった方々がはまっこグラ

マーになってくれるかによるとは思うが、その人たちがある意味、

これであればみんな参加してくれるのじゃないかという思いで探

してくる情報ということになります。確かにどういった情報を探し

てきてほしいですとか、養成講座でお伝えするのはすごく難しいと

思いますけど、人々がつながれそうな、社会参加につながりそうな

情報というものを探してきてください、という話になると思いま

す。 

室田委員：はまっこグラマー（養成講座）では、Instagram の話をするのです

か、それとも社会参加の話もするのでしょうか。社会参加の話をし

て、今回の目的をきちんと伝えて、そうするとはまっこグラマーの

方たちだけが担い手にとりあえずなるのだとすれば、社会参加の話

とか、定義がなかなか難しいという話ではあるのですけれど、ただ

目的は結構はっきりしている部分もありますよね。行政の目的もは

っきりしているとすれば、そこの目的を最初に伝えておく。あとは

Instagram とかそういうのを教えたりするのかもしれませんけれど

も、その中で、個人個人の社会参加に重要だと思うその感覚は、い

ま非常に多様化してきているので、その感覚を生かしたいなという

感じがやっぱりするんですよね。もし難しかったら、最初はＳＤＧ

ｓでもいいかもしれませんけど、もしできるのだったら、それぞれ

の皆さんが持っている社会参加とは、と問いかけみたいなことを最

初にやっていただいて、その中で、自分はこうやったら社会参加が
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進むと思う、ということをそれぞれの人が考えて上げるっていう、

そこがうまくできたら本当にいいなと思いました。 

大川委員：はまっこグラマー自体が腹落ちしてなくて、はまっこグラマーって

どういう意味なのでしたっけ。そういう議論をしたのでしたっけ。 

松  澤：我々（事務局）の造語です。もともと InstagramというＳＮＳがあ

って、あれはインスタント・テレグラムという言葉からの正に造語

で、即席に写真を上げるみたいな、それが通称で、使う人をインス

タグラマーと呼ぶような通称ができあがっているので、それをもじ

ってはまっこグラマ―とした。 

大川委員：我々で協議したわけではないですか。 

渡部係長：していないです。Instagram をやる人をインスタグラマーと呼ぶこ

とがあるので、はまっこと付けました。 

大川委員：単純に、グラマーって何かなってググったりすると、容姿の話と文

法の話しか出てこない。ネーミングするときはどういう風に定着さ

せるかとか、あるいは本当に適切かどうかというのを考えたほうが

いいかもしれないですね。 

石崎委員：同じようなことを、大川委員と考えていて、名称ってすごく人を集

めるためには必要なところだと思っている。歳なのかも分からない

けど、イメージするときにすぐに食いつきやすいイメージと、これ

はなんだろうなと調べても分からないときに、いろいろ関連して入

っていくものがあるなと思う。すぐイメージできる名称は多くの方

や、専門的な方に（目にとまる）。そこから入っていくのもいいの

かなと思います。それをこういうイメージや、こういうものなんだ

なと考えながら広報をして、集まってもらうとか、こんなことをや

るんですよとか、そういうのも広げられると感じていました。 

渡部係長：養成講座を行政がやったとしても、七澤委員もおっしゃいましたけ

ど、人が集まることが課題になると思っています。例えばまずもっ

ては若者の Instagram を上げてくれる子たちを集めたいとすると、

（養成講座は）若者たちがどういう話だったら、どういう人だった

ら行ってみたいかというのはすごく重要なのかなと思っています。

そういった意味で事前説明時には、各委員の皆さんにそういったこ

とを聴ける場がないですかというのを聞かせていただいているの

ですけれども、これだったら来たいと思えるようなものにしたほう

がいいと思っている。そのあたりは工夫していきたい。名称の部分

につきましても、正におっしゃるとおりで、一目瞭然ですぐ何をす

るのか分かるという名称もいいのかもしれませんし、誤解を招くよ

うな表現は控えたほうがいいというのは当然だと思います。 

大川委員：グラフィックと見せ方で Instagramのカラフルなアイコンが出てい

ればはまっこグラマーでも分かったのかもしれません。そういうの

が見えていれば関係が分かりますし、解説をちゃんと入れれば分か

るとは思う。今（の見せ方）だとちょっと、申し訳ないですが、中

途半端になっている。 

奥山委員：全体の、山の（絵の）ところについて、もうちょっと幅広い市民参

画っていくイメージで見てたのですけれど、基本的には若者を中心

にというところでしょうか。 

渡部係長：まずは、というところです。全世代を一度に狙うというのは難しい

と思います。 

奥山委員：急に（はまっこグラマーの話に）きたから、頭の整理が。 
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渡部係長：全世代を対象にしないというつもりはないのですが、ある程度、今

まで社会参加というものの中心が、一定のお年を召された方や、Ｐ

ＴＡをご経験された方が多かったという印象があるので、違ったア

プローチをすることによってそういった方々以外の方も巻き込ん

でいけるのではないかということで、それぞれに対してのアプロー

チを考えていけたらいいと思っています。 

奥山委員：今までの議論としては、生活課題というか、地域の身近なというこ

とをずっと言ってきたと思っている。そうなると区ごとに情報の集

約っていうのがある程度ないと、地域のとか、地元の学校のとかな

らないと思う。そうなるとはまっこグラマーの方が区ごとにうまく

配置できるのかとか、市全体のこととかもあると思うが、重層的に

やらないと一部の情報だけ偏ってしまう、もしくは中心部だけの情

報になるという危惧があった。また、私たち（認定ＮＰＯ法人びー

のびーの）も子育て情報を港北区内で発信するためにアプリ化して

いるが、その情報の管理と問合せだけでもかなり大変と言えば大変

なんですね。情報の精度と言う意味で。でも今日の話ではあまりそ

このところは、誰かが責任を持ってやると言うよりは、投稿する人

の資質を信じながら幅広にということだろうとは思うんですが、そ

うは言ってもしっかり見ていく体制を、区ごとなのかは分からない

ですけれど、どう構築していくのか、そのあたりを整理しないとい

けないのかなと感じました。 

大川委員：横連携できていればいいのですけれども、資源循環局がやっていた

ヨコハマＲ（リデュース）委員会というのに以前入れていただいて

いて、その時に Facebook ページを使って、市民からの投稿を発信

していこうというのをやった。確か、市の職員の方がご覧になって

上げるという仕組みになっていた気がするんですよね。それを参考

にされるといいかなと思います。 

牧野議長：はまっこグラマーは唯一のプラットフォームなのですか。それとも

これも一つとして考えて、いろんな手法を通して市民に機会を知ら

せる、曇っている状態の霧を晴れるようにしていくという話なの

か。はまっこグラマーに統合してしまうという議論なのか。どちら

なのでしょうか。 

渡部係長：イメージとしては、当然、行政や公共施設の情報っていうのは既に

あるものになりますので、データの提供ということで考えると、そ

れはそれであると思うんです。ただ、これもその一つ、という感じ

です。もともと行政がやっているものもありますし、こういった（は

まっこグラマーが集める情報のような）新しいことも、というイメ

ージで考えています。 

牧野議長：様々ある多様なものを、一つははまっこグラマーを増やしていきな

がら、皆さんに浸透するように心がけていくということですか。 

渡部係長：はい。 

大川委員：なるべくそのときに、横連携なのか連絡なのか分からないですけれ

ど、とっていただきたいですよね。よくあるのが、同じようなこと

を別の部署が始めちゃったよ、と。はまっこグラマーでやっていた

ら、ＳＤＧｓアンバサダーというのが始まったよとか。同じ横浜市

でありがちじゃないですか。それが悪いと言っているのではなく、

ちゃんと連携できれば一番ですよね。 

奥山委員：港北区も地域ＳＮＳアプリというのができて、市民がどんどん投稿
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できるようになっている。それはいま議論していたように（行政が）

触らないんですね。そうすると、それがあるのに、この差別化です

よね。そういうのをしっかり見ていかないと。 

大川委員：差別化という考え方もあれば、パートナーシップという考え方もあ

るので、ハッシュタグをお互い入れようねとか、そういう連携があ

ると上手くいくと思う。 

奥山委員：市民から見たら、いろいろあって分からない、ってなりますもんね。 

牧野議長：いかがでしょう。方針１のはまっこグラマーはインパクトがありす

ぎたのか、お話が集中していますが、例えば方針２のほうも含めて、

人材育成ですとか、支援していく方々の育成や、行政的に背中を後

押ししていくことも入っているかと思いますけど。 

大川委員：手前の資料（資料４）で、対象となる方と、中高生が書いてあるの

があったじゃないですか。これはなぜ、大学生が入らないのでした

っけ。サービスの受け手。中高生、現役世代、企業、だけじゃない

ですよね。専門学校生でもいいし。 

松  澤：現役世代の中に入るかという考え方で書きました。 

大川委員：気になったのは、最近いわゆるＺ世代と言われる人たちが、（大学

の）先生方が教えている世代なのかもしれないですけれど、より社

会に出る間際の人たちが問題意識を持っていたりする。このまま普

通の会社で働いていていいのかどうかという思いを持っている人

が対象にはなる感じもあり、（本日の）最初の議論みたいですけれ

ど、あえて中高生という枠を作らず、若者は若者でいいんじゃない

かと思います。 

牧野議長：また枠の話になりますが、受け手と提供者というような分け方も、

また議論になるのかなという感じがします。はまっこグラマーが動

いていくと、そこに中高生や大学生が入ってくるように思います。 

大川委員：ヨコハマ・エコ・スクールとか、その講師になる人って、先生もい

れば企業家もいれば、そういった人も多分入ってくると思う。 

渡部係長：外したいと思っているわけではなくて、あくまでも主なイメージ。 

牧野議長：他にいかがでしょうか。今私は神奈川県に関わっていて、神奈川県

のほうで、かながわ人生 100歳時代ネットワーク（会議）という会

議体がつくられてありました。もう議論としては終了したのですけ

れども、プラットフォームができて、さらに、それが「この指とま

れプロジェクト」となっていきました。いろんな人々の社会参画を

促しつつ、いっしょにやりたいという提案型のプラットフォームが

あるのです。企業であれ、NPO、団体、個人であれ、私はこんなこ

とやりたいと提案をしてそこに載せておくと、一緒にやろうよとい

う人たちが寄ってきてくれて、組織ができるという仕組みになって

います。そういうことも考えてもいいのではないかと思いました。 

渡部係長：それは、（資料５の）方針の１とか２でいうと、どちらに（含まれ

ますか）。 

牧野議長：（方針）１も２もということなると思います。どちらかというと、

方針１はこういう機会がありますよということを紹介することに

なっていますけれど、この指とまれプロジェクトは、これからこん

なことをやりたい、私たちはこんなことやっているのだけれど、こ

ういう人たちといっしょにやりたいのでどうですか、と問いかけを

するようなものになっています。そうなると、方針２のほうも近づ

いてきます。又は方針２の施策の２のほうに近づいてくる気もしま
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す。そんなことも考えられるといいかなと思います。それから今、

厚労省で認知症はあと 40年で 1100万人を超えるっていう予測が出

始めていて、総人口の 14％ぐらいになるといわれます。それで、厚

労省は、地域包括ケアという言葉をやめ始めていて、地域共生社会

づくり、社会教育といっしょにやろうと言い始めています。そこで

言われているのが、福祉からのアプローチとまちづくりからのアプ

ローチを重ねて、「出会いと学びのプラットフォーム」づくりとい

う言い方を始めています。私たち（国の委員会）の議論で、高齢者

の方々には、上から降ろしてやらせると動かなくなってしまうの

で、市民の方々が自発的に動くように、楽しいとか、やりがいがあ

るとか、そういう風な感じになるように動かしていかないと止まっ

てしまいますよという話をしているのですが、むしろその基本は社

会教育だと思います。そうしますとこの（横浜市の）議論でも、す

そ野が、いっぱい機会があって見えてきますし、関心があるんだけ

れども一歩足が出ない人たちに対してどうアプローチをかけるか

ということや、更にどう背中を押して、楽しくなってもらう、次へ

次へと行けるようになってもらうのかというか、そのあたりがカギ

になってくると思います。ですから、はまっこグラマーも、きっか

けとしてはあるけれども、その先をどうするかというときに、方針

２の施策１のほうに関わってくることになると思います。そのとき

に、大川委員がおっしゃるように、いろんな部署がいろんなことを

始めていて、厚労関係もそういうこと言い始めているので、そこと

社会教育が縦割りで切れてしまっていると、市民から見ると同じ事

をいろんなところで同じようにやっているだけで、何をやっている

のという話になってしまう。横に連携をとれる施策をとる必要があ

るということだと思います。 

柿沼委員：（資料５の）方針２の（施策）１の②のところで、さっきのはまっ

こグラマーの話に続いたと思うんですけれど、まだ見えていない学

習者を引き上げたいというのが一番なんだけれども、話を聴いてい

ると、ここではまだ見えていない人と提供する側という構図になっ

ている。その間に、今活動中の、勉強していたり活動していたりす

る人たちがいて、その人たちのことも支援して、その人たちがある

意味コーディネーターにステップアップしてくれることも願うし、

そういう人たちがはまっこグラマーになるのもいいと思う。新規の

若い人たちもあるんだけれども、今学習中の人たちが他の手段を使

って広げていく役割になるということも、変えてしまわないほうが

いいなと思う。（資料４の）下の図では（サービスの）受け手と提

供者となっていますけど、その間に今現在活動中の人がいる。その

人たちが架け橋になったり、単なる提供者だけではなく、学習者で

ありながら次を目指していったり、広げていったりということで、

そのほうが市民としては行政だったり仕事でやっている人たちに

やりましょうと言われるより、今やっている人、仲間が一緒にやろ

うよと言ってくれるという、そういうニュアンスをどこかに盛り込

んでいただけたらなと思いました。 

牧野議長：他の委員の方々、いかがでしょうか。具体的な施策の話になってく

ると、また枠を決めるみたいな話になりがちですけれども、イメー

ジとしてこういう形のものもあるのではないかですとか、ご意見等

ありましたらお出しいただけますでしょうか。 
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菊池委員：質問を含めてなんですが、（資料５の）施策２にある社会教育士の

活用というのが前面に出ているわけですけれども、横浜市におい

て、今後社会教育士にどのぐらいの方たちがなるかという想定は、

お分かりなんですか。 

渡部係長：年間何人育てたいという数値目標のようなものは立てていません。

国の（社会教育主事の）養成講座の状況にもよってくると思うので

すが、（横浜市として）数値目標はないです。 

菊池委員：おそらくこれから社会教育士に、今年度初めての資格取得する学生

さんたち、そして今（社会教育）主事（の資格）を持っている人た

ち、正にフィールドをもって専門的な知見はあるが資格は持ってい

ない人たちがいらっしゃる。その人たちに向けて公募型の事業補助

というのが書かれている。事前説明の時には市民企画公募みたいな

事業を募集するのかなと思ったのですけれど、今改めて見るとその

人たちの学びのしくみに対して助成するということなんですね。 

渡部係長：そういうことではないです。どちらかと言うと、今おっしゃってい

ただいた市民企画の事業に補助をする。いわゆる座学とかフィール

ドワークで社会教育士の講習というのは行われていて、それを修了

すると社会教育士と名乗れるようになると思うんですけれど、そこ

で終わらせてしまうのはすごくもったいない。そういった学んだ知

見や成果を、ぜひとも横浜市で事業としてやってみていただけませ

んか、と。補助の要件として、今回は社会教育士という資格を持っ

ている方が行う事業に対して補助します、という形にすると、学び

のコーディネーターとして期待している方々もいますので、そうい

った方々が実践的にもやっていただけるのではないかというふう

に考えています。 

菊池委員：おそらくそういった、すそ野を広げる役割としてのイベントもある

と思うのですが、よく（資料を）読んだときに、継続的に支援する

仕組みと書いてあったので、今資格を持っていなくても 18 区の生

涯学習に関わるなど、専門的なお仕事に就いていらっしゃる方たち

が、継続的に学びながら市民とどういうふうに対応していくかとい

う支援はすごく大事だと思っている。例えば学習会を年に何回かや

るときに場所を行政のほうで提供できるとか、予算を提供できると

か。単なるイベントよりは、継続するには、そこが大事だと感じて

いる。本当はそういうところが事務局的な機能を持ち始めれば、（施

策２の）⑥に移行できると思う。そこをうまくつなげられると少し

発展的な役割を担える、キーパーソンが集まるんじゃないかなと思

いました。 

牧野議長：社会教育士ですけれども、今年度から大学で社会教育主事や主事補

の資格を取ったり、今おっしゃった既に（社会教育主事の資格を）

持っている方が２科目の単位を取り直せば、社会教育士の称号が与

えられることになりました。実はこれ、大学の一般的なカリキュラ

ムの中に組み込まれていれば取れるのですが、夏に社会教育主事講

習というのがありまして、それらの実施担当大学における負担が大

きくて、今、文科省は各大学に、各地方の拠点大学に 250万ずつぐ

らい渡して、無償でやっているのですが、定員が決まっていて、大

学も負担が大きいのでやりたがらないということが起こり始めて

いるのです。今年北海道で、地元の大学があまり好意的な反応をし

なかったものですから、道の教育庁が全部引き取って自分たちでや
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るといいだしたので、私も関わってカリキュラムを組んで、遠隔教

育で、今年の夏からやり始めました。これは、そのようなやり方で

もよいと、文科省が認可したのです。ですから、もし可能であれば

今後、北海道はやっていますから、横浜市としてこういう講習をプ

ログラムを組んでやるなどを検討してもよいのではないでしょう

か。そうするとそこに（施策２④の）活用で、例えば補助事業を受

けて、市民が自分で事業を展開できるようにしていくと、事務局な

どに展開していくことなるように思います。行政のコーディネータ

ー養成講座をやったのだけれども仕事がない、といったことがよく

あるので、そうではないという一つの形になるのではないかと思い

ます。そのあたりも少し検討されてはどうかと思います。大学任せ

ではなくて、養成を行政がやってみるということです。 

牧野議長：他の委員の方々で、ご意見等ありますでしょうか。今日の議論の一

つは、社会参加の概念と言いますか、定義をいただいたものから少

し変えて、様々な活動や機会を紹介して、そこに市民が参加してい

く、さらに市民自らがそれを展開できるように、行政的には様々な

施策を取りながら、背中の後押しをしていきましょうと。基本的に

は市民が主導で、自らが様々な事業を作って行うということをベー

スにして、行政がそれをバックアップできるような仕組みを作りま

しょうというのが主眼ではないかというお話がありました。その上

で、今後次回からご検討いただきます提言の中身ですけれども、一

つはすそ野の見える化を行うということと、それを支援するための

人材育成と活用といったことを挙げていくということになるかと

思います。それに対して、何か一言ご意見等ありましたら、お話し

いただけたらと思います。 

七澤委員：第 32 期の社会教育委員会議の中でコロナが起きて、私が所属して

いる団体も、活動そのものがない状態です。私のイメージしている

社会参加とか、（本日の）前半の議論でもありましたけど、枠組み

にまず参加してみましょうという枠組み自体が今ない状態で、今後

どうなっていくか分からないというふうに私は思っている。そうい

った中で、人材育成、コーディネーター、交流の場って言葉が資料

にも出てきています。言葉の定義の問題になると思うのですが、改

めて、withコロナのこれからの時代の中での、コーディネーターの

役割とか、交流のあり方とか、社会参加ってそもそも何だろうとい

うのが、私は疑問に思っていて、一方で資料４の⑤の社会参加する

ことにより期待できることのサービスの受け手の、地域に居場所が

できる、孤立を防げる、災害時の自助共助力アップというのは、正

にコロナの時代だからこそ本当にこれが大切なものだよな、より大

切なものだよなと思っている。何かそういうのを方針の中で盛り込

むとかいう考えはあるんでしょうか。 

牧野議長：今の話はとても大事で、withコロナ、afterコロナ、新しい生活様

式と言う中で、あまり喋っちゃいけないとか、接触するなとかが出

てきます。そうすると、従来の社会教育の活動とか、様々な市民活

動のあり方を組み替えなければいけない。その一面で、例えばオン

ラインで様々な結びつきが出来てくることで、結びつきの仕方をど

うするのか、例えば私たち（の年代）が議論するとすぐオンライン、

バーチャルという話になってしまって、リアルとバーチャルが分か

れてしまうからいけないという話になるのですけれど、今の若い人
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はオンラインもリアルですよね。簡単に言えば、オンラインのリア

ルとオフラインのリアルがあるという区別ですとか、２次元のリア

ルと３次元のリアルがあるという議論になっていて、両方リアルな

わけです。そうすると、リアルのとらえ方も変わってくることを考

えながら、人がどう結びつくかという議論をしなければいけない。

本来であればオンラインで、距離の問題がなくなってくるのであれ

ば、仕事はオンラインでできるけれども、もっと地域活動とか、自

分の生活を様々な形で可視的に変えていくことが可能だと議論さ

れていながら、日本社会はそれができなかったのですが、もしかし

たら、これをきっかけに出来るかもしれないと言われ始めている。

地域で様々な活動をしながら、オンラインで仕事ができる関係を作

っていくという議論は当然あり得ます。その意味では、地域活動と

か社会参画というのはいったい何なのかといったことを、もう一回

そういう議論に引き付けてし直すということも必要かと思います。

今後の提言にどのくらい盛り込めるかという課題はありますけれ

ども、少し議論を入れて可能性を残すというということでいいの

で、入れておけたらと思いますけれどもいかがでしょうか。 

渡部係長：今日の会議の会議録を取らせていただいているので、今のお話に関

しても、次回提言の素案を出させていただきたいと思っています。

項目として入るのか、文言として入るのか、これから検討させてい

ただきますが、何らかの形で触れさせていただきたいと思います。 

 

(3) 令和２年度会議について 

資料に基づき、事務局より説明 
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